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１【提出理由】

　2020年８月25日（火）の当社取締役会決議（会社法第370条及び当社定款第23条に定める方法により、2020年８月25

日（火）付で取締役会の決議があったものとみなされます。以下当社の取締役会の決議に関する記載につき同じ。）に

より、当社普通株式の海外市場（ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投

資家に対する販売に限ります。）における募集（以下、「海外募集」といいます。）が決定され、これに従ってかかる

当社普通株式の募集が開始されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令

第19条第２項第１号の規定に基づき、同日付で臨時報告書を提出し、また、2020年９月７日（月）付で金融商品取引法

第24条の５第５項において準用する同法第７条第１項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出しております

が、2020年９月10日（木）付で海外引受会社に対して付与した追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行使によ

り発行される株式数が確定しましたので、これに関する事項を訂正するため、また、海外募集に係る英文目論見書及び

その抄訳を添付するため、金融商品取引法第24条の５第５項において準用する同法第７条第１項の規定に基づき、本臨

時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
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２【訂正内容】

　訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。

 

ロ　発行数   

　　（訂正前）  下記(1)及び(2)の合計による当社普通株式　31,422,500株

(1）下記リに記載の海外引受会社の買取引受けの対象株式として当社

普通株式　27,609,900株

(2）下記リに記載の海外引受会社に対して付与する追加的に発行する

当社普通株式を買取る権利の対象株式の上限として当社普通株

式　3,812,600株

   

　　（訂正後）  下記(1)及び(2)の合計による当社普通株式　31,422,500株

(1）下記リに記載の海外引受会社の買取引受けにより発行される当社

普通株式　27,609,900株

(2）下記リに記載の海外引受会社に対して付与した追加的に発行する

当社普通株式を買取る権利の行使により発行される当社普通株

式　3,812,600株

   

へ　発行価額の総額   

　　（訂正前）  101,135,201,600円

（上記ロ(2)に記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の

全てが行使された場合）

   

　　（訂正後）  101,135,201,600円

   

ト　資本組入額の総額   

　　（訂正前）  26,138,730,400円（増加する資本準備金の額は26,138,730,400円）

（上記ロ(2)に記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の

全てが行使された場合）

   

　　（訂正後）  26,138,730,400円（増加する資本準備金の額は26,138,730,400円）

   

リ　発行方法   

　　（訂正前）  Nomura International plc、J.P. Morgan Securities plc、Daiwa

Capital Markets Europe Limited、Citigroup Global Markets

Limited、Goldman Sachs International及びUBS AG London Branchを

海外共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーとする引受人（以

下、「海外引受会社」といいます。）に海外募集分の全株式を総額個

別買取引受けさせます。また、海外引受会社に対して上記ロ(2)に記

載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利を付与します。

   

　　（訂正後）  Nomura International plc、J.P. Morgan Securities plc、Daiwa

Capital Markets Europe Limited、Citigroup Global Markets

Limited、Goldman Sachs International及びUBS AG London Branchを

海外共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーとする引受人（以

下、「海外引受会社」といいます。）に海外募集分の全株式を総額個

別買取引受けさせます。また、海外引受会社に上記ロ(2)に記載の追

加的に発行する当社普通株式を買取らせます。
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ヲ　提出会社が取得する手取金の総額並

びに使途ごとの内容、金額及び支出

予定時期

  

　　（訂正前）  (1）手取金の総額

払込金額の総額上限 101,135,201,600円

発行諸費用の概算額上限 470,000,000円

差引手取概算額上限 100,665,201,600円

なお、払込金額の総額上限、発行諸費用の概算額上限及び差引手

取概算額上限は、上記ロ(2)に記載の追加的に発行する当社普通

株式を買取る権利の全てが行使された場合の金額であります。

 

(2）手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

上記差引手取概算額上限100,665,201,600円については、海外募

集と同日付の取締役会決議により決定された国内一般募集の手取

概算額47,214,059,392円及び本件第三者割当増資の手取概算額上

限8,141,935,808円と合わせ、手取概算額合計上限

156,021,196,800円について、全額を2020年10月末までにCUB事業

（以下に定義します。）の取得に伴い金融機関から借り入れたブ

リッジローン１兆1,850億円の返済資金の一部に充当する予定で

あります。

＜後略＞

   

　　（訂正後）  (1）手取金の総額

払込金額の総額 101,135,201,600円

発行諸費用の概算額 470,000,000円

差引手取概算額 100,665,201,600円

 

(2）手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

上記差引手取概算額100,665,201,600円については、海外募集と

同日付の取締役会決議により決定された国内一般募集の手取概算

額47,214,059,392円及び本件第三者割当増資の手取概算額上限

8,141,935,808円と合わせ、手取概算額合計上限156,021,196,800

円について、全額を2020年10月末までにCUB事業（以下に定義し

ます。）の取得に伴い金融機関から借り入れたブリッジローン１

兆1,850億円の返済資金の一部に充当する予定であります。

＜後略＞

 

３【添付書類】

　別添のとおり、海外募集に係る2020年９月７日付の英文目論見書及びその抄訳を添付書類として提出いたします。
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